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☆ 第２５回 川崎市障害者スポーツ大会のご案内 

☆ 全国都市緑化かわさきフェア（春会期）のご案内 

☆ 令和７年度「川崎市ふれあいフリーパス」「川崎市重度障害者福祉タクシー利用券」 

交付申請開始日のご案内 
 

 

 

第２５回 川崎市障害者スポーツ大会７大会が令和７年４月から順次開催されます。 

大会に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。 

 

第２５回 川崎市障害者スポーツ大会 
 

第１部 アーチェリー大会     

令和７年 ４月１２日（土）   

カ ル ッ ツ か わ さ き  弓 道 場  
 

 

第２部 水 泳 大 会     

令和７年 ４月２６日（土）   

多摩スポーツセンター プール  
 

 

第３部 フライングディスク大会    

令和７年 ５月１０日（土）   

井田グラウンド・井田体育館  
 

 

 

第４部 陸 上 競 技 大 会      

令和７年 ５月２４日（土）   

ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ  
 

 

 

第５部 卓 球 大 会    

令和７年 ５月３１日（土）   

幸スポーツセンター 大体育室  
 

 

 

第６部 ボウリング大会 

令和８年 １月３１日（土）    

川 崎 グ ラ ン ド ボ ウ ル  
 

 

 

第７部 ボ ッ チ ャ 大 会   

令和８年 ２月１１日（水・祝） 

高津スポーツセンター 大体育室  

 

 

《お問い合わせ》     
市民文化局市民スポーツ室   

TEL044-200-3547 

FAX044-200-3599 

KSK  令和７年３月号 
公益財団法人 川崎市身体障害者協会 

川崎市障害者社会参加推進センター 

川崎市障害者スポーツ協会 

TEL044-244-3975 FAX044-246-6943 

E-mail : zksk@nifty.com 

ホームページ：http://kawashinkyo.org 

川身協事務局通信 

第２５回 川崎市障害者スポーツ大会のご案内 
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《参加資格》 
 各大会の参加者は、次の条件をすべて満たすことが必要です。 

（１）令和７年４月１日現在で１３歳以上であり、原則として市内にお住まいの方。 

ただし、市内の学校・施設等に在学・入所・通所している方や市内在勤の方も参加できます。 

（１３歳未満の方は、市独自の試行的参加（以下オープン参加）とします。） 

（２）次のいずれかに該当する方。 

① 身体障害者手帳をお持ちの方。 

② 療育手帳をお持ちの方。あるいは取得の対象に準ずる障害のある方。 

③ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。あるいは取得の対象に準ずる障害のある方。 

   <障害別参加一覧>                ◎…参加可能、○…オープン参加、×…参加不可 

  ｱｰﾁｪﾘｰ 水泳 FD 陸上競技 卓球 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｯﾁｬ 

身体障害 ◎・〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎・〇 

 内部：ぼうこう・直腸 ◎ × ◎ ◎ ○ ○ ○ 

 内部：上記以外 ○ × ○ × ○ ○ ○ 

知的障害 × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × 

精神障害 × ○ ○ ○ ◎ ○ × 

（３）競技・種目の練習を定期的に行っている方。 

参加を希望する大会の競技・種目を定期的に練習の上、大会にご参加ください。 

（４）スポーツをすることについて、特に健康上の問題のない方。 

いずれの大会も、医師からスポーツ大会への参加を許可されていることが条件となります。 

また、障害状況により、診断書・意見書等の提出を求め、安全の確認を行う場合があります。 

   （５）その他注意事項 

・大会に参加する上で、介助が必要な方は必ず介助者を手配してください。 

・ボウリング大会およびボッチャ大会のオープン参加は、申込み多数の場合、選考等を行う場合 

があります。 

・参加者の決定は主催者が行います。（参加決定者にエントリー完了通知等を送付します） 

・この大会は全国障害者スポーツ大会の選考会を兼ねる大会とし開催します。 

・オープン参加は市独自の試行的参加のため、全国障害者スポーツ大会の参加資格はありません。 

・主催者は記録・広報等に使用するために写真等を撮影いたしますので、ご同意の上ご参加ください。 

・その他、主催者が定めた事項をお守りいただき大会へご参加ください。 
 

《大会の詳細について》 
大会の参加申込等の詳細については「第２５回川崎市障害者スポーツ大会 ご案内・申込書」 

（３月初旬に各区役所等配架、市ＨＰ掲載）をご確認ください。 

※各大会ごとに設定されている申込期限内に各区役所等に申込書をご提出ください。 
 

 

 

 

 全国都市緑化かわさきフェア（春会期）のご案内  
 

川崎市市制１００周年記念事業として「全国都市緑化かわさきフェア（春会期）」が 3 月 22 日（土）～4

月 13日（日）に富士見公園、等々力緑地、生田緑地の３か所で開催されます。 

南部から北部まで、地域ごとに様々な顔を持つ川崎の多様な魅力や強みを発信するため、市域全体

を会場として捉えて、コア会場ではメインガーデンに加え、ガーデンコンテスト、飲食、物販、音楽イベント

など多彩な体験・体感ができる催しが行われるので、皆さまふるってご参加ください。 

 

 

問合せ 

建設緑政局緑化フェア推進室   

電話 044-200-1736 

FAX044-200-3973 
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令和 7年 4月 1日から使用できる｢川崎市ふれあいフリーパス｣｢川崎市重度障害者福祉タクシー利用券｣

は、令和 7年 3月 17日（月）から 更新（交付）申請の受付が開始されます。 

申請場所や申請時に必要なものについては下記をご参照ください。 

交付開始直後は窓口が大変混雑することが予想されるため、交付申請を行う際の分散来所にご協力くだ

さい。また、来所が難しい場合は、お住いの区役所高齢・障害課に御連絡ください。 

（注）大師・田島支所で取り扱っていた窓口業務は、一部を除き、令和 7年 1月 6日に川崎区役所に移り

ました。臨時窓口などの詳細については、川崎区役所にお問合せください。 
 

○川崎市ふれあいフリーパス交付について 

川崎市内在住で、以下の表にあてはまる方。ただし、70歳以上の方（※1）、福祉タクシー利用券などの交

付を受けている方は対象となりません。 

交付対象者・川崎市ふれあいフリーパスの種類 

交付対象者 本人のみのフリーパス 

介助者付のフリーパス（※3） 

＊申請により同乗する介助者 1 名も無料

で乗車できるフリーパス。 

身体障害者手帳をお持ちの方 

1級～4級 

5 級、6 級で社会福祉施

設等に通所されている方

（※2） （学齢児以上） 

12歳未満で 1級～4級 

＊5級、6級の方は対象となりません。 

療育手帳をお持ちの方  

A1、A2、B1 

B2 で社会福祉施設

等 に通 所 されている

方 （※2）  

12歳未満で A1、A2、B1 

＊ B2 の方は対象となりません。  

精神障害者保健福祉手

帳をお持ちの方（手帳の

有効期限が切れていると

交付できません。更新後

の交付となります。）  

1 級～ 3 級  12歳未満で 1 級～ 3 級  

（※1）70歳以上の方は、「川崎市高齢者フリーパス（福祉パス）」の申請を行ってください。 

（※2）社会福祉施設に通所されている方とは、生活介護事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、

就労継続支援事業所又は地域活動支援センター等に通所されている方です。なお、社会福祉施設に

通所されている方は、交付申請を行う際、「川崎市ふれあいフリーパスの交付に関する通所証明書」

の提出が必要となります。（通所証明書は、通所先の施設長の記載が必要となります。） 

(※3)介助者付きのふれあいフリーパスは、年齢 12歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日まで対象となりま

す。 

○川崎市重度障害者福祉タクシー利用券について 

本市に居住地を有する方で、次の各号に該当する方。ただし、川崎市ふれあいフリーパス、市バス特別乗車

証及び高齢者フリーパスの無料交付（福祉パス）の交付を受けている方は対象者となりません。 

１. 身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害程度が 1 級又は 2 級の方（下肢、体幹、視覚及

び内部障害者のいずれかを含む方に限る） 

２. 療育手帳の交付受けた方で、その障害程度が A1又は A2の方 

３. 身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害程度が 3 級（下肢、体幹、視覚及び内部障害者

のいずれかを含む方に限る）であり、かつ障害等級 B1の療育手帳の交付を受けた方 

４. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方で、その障害等級が 1級の方 
 

 

令和７年度 「川崎市ふれあいフリーパス」 

「川崎市重度障害者福祉タクシー利用券」交付申請開始日のご案内 
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＜申請場所・お問合せ先＞ 
 

お住まいの区役所高齢・障害課の窓口へ申請してください。 
 

◎申請時に必要なもの◎ 
 

1. 令和7年4月1日時点で有効な「身体障害者手帳」、「療育手帳」又は「精神障害者保健福祉手帳」

（2つ以上の手帳をお持ちの方は、すべての手帳を持参ください。） 
 

2.印鑑（朱肉印）【スタンプ印不可】（交付対象者本人が署名する場合は持参不要） 
 

3.「既に交付を受けている川崎市ふれあいフリーパス」又は、｢現在お持ちの福祉タクシー利用券綴（未

使用の福祉タクシー利用券）｣ ※ 更新（交付）申請の場合 
 

4. (川崎市ふれあいフリーパスのみ) 

身体障害者手帳5級若しくは6級又は療育手帳B2をお持ちの方で社会福祉施設等へ通所されて

いる方は、「川崎市ふれあいフリーパスの交付に関する通所証明書」 

※更新（交付）申請の際も、毎回通所証明書の提出が必要となります。 また、通所証明書は、通

所先の施設長の記載が必要となります。 
 

5.「川崎市ふれあいフリーパス交付申請書」（新規申請の方、既に交付を受けている川崎市ふれあい

フリーパスを持参できない方等）又は、「川崎市重度障害者福祉タクシー利用券交付申請書兼記載

事項変更届」（新規申請の方、既に交付を受けている福祉タクシー利用券綴を持参できない方等） 

※「川崎市ふれあいフリーパス交付申請書」および「川崎市重度障害者福祉タクシー利用券交

付申請書兼記載事項変更届」は、市ホームページに掲載及び区役所窓口に置いてあります。 

※提出した申請書の内容に変更がある場合は「川崎市ふれあいフリーパス交付申請書記載事

項変更届」又は、「川崎市重度障害者福祉タクシー利用券交付申請書兼記載事項変更届」に 

必要事項を記入したうえで上、区役所窓口にご提出ください。 
 

 
 
 

 

川崎市ふれあいフリーパス、川崎市重度障害者福祉タクシー利用券の利用方法や利用する際の注意

事項などの詳細については川崎市のホームページをご確認ください。 

 

 

参  考 

 

 

 

発行人 神奈川県障害者定期刊行物協会 

〒222-0035 横浜市港北区鳥山町 1752番地  

障害者スポーツ文化センター横浜ラポール 3Ｆ 横浜市車椅子の会内 

編集人 公益財団法人川崎市身体障害者協会事務局 

〒210-0834 川崎市川崎区大島 1-8-6 南部身体障害者福祉会館 3Ｆ    頒価 10円 

川崎市重度障害者福祉タクシー利用券

（川崎市ＨＰ） 

川崎市ふれあいフリーパス

（川崎市ＨＰ） 


